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 福井県眼鏡製造業最低工賃の改正について 

効力発生日 令和８年４月５日 

 
福井労働局長（石川 良国）は、福井県の区域内で、眼鏡製造業に係る業務に従事す

る家内労働者とその委託者に適用する「福井県眼鏡製造業最低工賃」について、改正

することを決定し、本日官報に公示しました。 

これにより、令和８年４月５日から福井県眼鏡製造業最低工賃が、別添のとおり、

改正されます。 

 

【主な改正内容】 

１ ねじ込みの工程は、これまで座金の組込み作業を含むものに限っていましたが、 

「座金の組込み作業を含まないもの」を追加します。 

２ ろう付けの工程は、ろう付けの前工程である「銀ろう貼り」を追加します。 

３ ろう付けの工程は、全ての部位に適用されるよう変更します。 

４ 各業務の最低工賃額は、１円 00 銭 ～５円 00 銭引き上げます。 

 

令和８年３月６日 

【照会先】 

福井労働局労働基準部賃金室 

室  長   木村 和晴 

室長補佐   西村 直樹 

電  話  （0776）22-2691 

Press Release 
 
 

～ふくいの「働く」を支えます～ 

 



 
 

 

福井県眼鏡製造業最低工賃改正のお知らせ  
 

  効力発生の日  令和８年４月５日  
    

 １  適用される家内労働者、委託者の範囲 
   福井県内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託す
る委託者 

 ２  最低工賃額   
 （１）ねじ込み（仮ねじによるものを除く）の工程   

規 格 部 位 材 質 金 額 

座金の組込み作業を 

含むもの 

丁番 
金枠 

１か所につき ６円５０銭 

丁番を除く １か所につき ５円５０銭 

座金の組込み作業を 

含まないもの 
 

チタン １か所につき ３円５０銭 

金枠
（チタンを除く） 

１か所につき ３円５０銭 
 

  （２）ろう付けの工程 
規 格 材 質     金 額 

銀ろう貼り チタン １か所につき ２円００銭 

銀ろう貼り以外 
のもの 

チタン １か所につき ２５円００銭 

金枠（チタンを除く） １か所につき ２０円００銭 

  
 （３）粗磨き（自動機械によるものを除く）の工程 

部 位 材 質 金 額 

テンプル チタン １本につき １４円００銭 

 
 
    最低工賃制度とは？  
   最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、 

  委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者 

  に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わな 

  ければならないとする制度です。 
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金枠（かなわく）の図 

よろい智（ち）の図 


